
お問い合わせ
エス・エス・ジェイ株式会社　マーケティング企画部　教育企画課

TEL：03-5548-7857   training@ssjkk.co.jp
東京都中央区勝どき　勝どき YS ビル

パートナー様、SuperStream ユーザー様用

・都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」A3 出口徒歩 5分
・JR 東京駅 丸の内南口 東京駅南口バス停 又は、
 JR 有楽町駅 中央西口　有楽町駅前バス停より
〔都 04〕豊海水産埠頭行き 新島橋バス停下車 徒歩 1分 

受講料 15,750 円 (税込 )

日時
2010 年 2月 9日（火）

14:00 ～ 17:00（13:30 より受付開始）

会場

エス・エス・ジェイ株式会社

本社 2階研修室 D
東京都中央区勝どき　勝どき YS ビル

アクセス

受講

対象者
①経理・財務・固定資産管理担当者等

資産除去債務の会計実務

会計/税務実務トレーニング

主催／エス・エス・ジェイ株式会社

内　　容 資産除去債務の会計実務

１３ 　資産除去債務と環境負債の論点

１１ 　「資産除去債務に関する会計基準」 の背景

１２ 　資産除去債務の概要

　資産除去債務の会計処理

　（1） . 会計処理の流れ

　（2） . 初年度対応

　（3） . 開示 ：早期適用事例の分析

4

　国際財務会計基準 （IFRS） との関係5

　まとめ6

　「資産除去債務に関する会計基準」 が 2010 年 4 月 1 日以後開始する事業年度から

適用されます。 本会計基準では、 法令又は契約等で要求される資産の除去に係る

費用を見積もり、 資産 ・負債に計上して毎期費用配分します。

　また、 3 月決算会社においては 2010 年 6 月第１四半期からの対応が必要となります。

　今回のセミナーでは、 新しい会計基準である本会計基準の概要と会計処理の流れ、

土壌汚染やアスベストなどの環境負債の論点、 初年度対応などを解説し、 まとめとして

実務上の検討ポイントなどを検証いたします。

　


